居宅介護支援重要事項説明書
（令和７年４月１日現在）

1. 居宅介護支援事業所　市立大町総合病院居宅介護支援事業所の概要

(1) 事業所の指定番号及びサービス提供地域

	
	 eq \o\ad(事業所名,　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 市立大町総合病院居宅介護支援事業所
	

	
	 eq \o\ad(所在地,　　　　　　　　　　　　　　　　)
	 大町市大町３１３０番地
	

	
	介護保険指定番号
	 ２０７１２０００２２
	

	
	通常のサービスを

提供する地域
	 大町市
 （この地域以外の方でもご希望の方はご相談下さい。）
	


(2) 職員体制

	職　　　　種
	資　格
	常　勤
	非常勤
	業務内容
	計

	管理者
	介護支援専門員
	１名
	
	管理運営、居宅介護支援
	１名

	 eq \o\ad(介護支援専門員,　　　　　　　　　　　　　　　　)
	社会福祉士
	１名
	
	居宅介護支援
	３名

	
	介護福祉士
	１名
	
	居宅介護支援
	

	
	初任者研修終了
	
	
	居宅介護支援
	

	
	社会福祉主事
	１名
	
	居宅介護支援
	


(3) 営業日・営業時間

	
	 eq \o\ad(営業日,　　　　　　　　　　　　)
	 毎週月曜日から金曜日（相談業務は毎日）　
	

	
	営業しない日
	 土曜日、日曜日、祝祭日及び１２月２９日～１月３日
	

	
	 eq \o\ad(営業時間,　　　　　　　　　　　　)
	 午前８時３０分から午後５時１５分
	


2. 居宅介護支援の申込みからサービス提供までの流れと主な内容

1 事業所に利用申込みの連絡をしていただきますと、まず、介護支援専門員が
面談にうかがいます。その際、居宅介護支援事業の内容や重要事項について文書で分かり易く説明をおこない、ご利用者やご家族の同意をいただき契約を結びます。

2 生活支援のため、ご利用者が望む生活の意向や、その問題点の把握をさせていただきます。これは一定の様式に添って具体的にお聞きします。

3 ご利用される皆さんの意向を尊重し、自立支援のためにご本人やご家族にしていただくことや提供されるサービスが担う目標と達成時期を設定します。

その際、サービスを提供する事業所については複数の事業所を紹介させていただくこととします。

4 サービスを提供する事業所について、サービス計画表に位置づけた理由を説明し、サービスを提供する上での留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画原案の作成をします。
5 居宅サービス計画に位置付けたサービス提供事業者を招集し、担当者会議をご本人やご家族と共に行い、サービス提供内容の確認をおこないます。
6 居宅サービス等の種類、内容、利用料等についてご本人やご家族などから同意を得た居宅サービス計画を作成し、居宅サービス計画に基づいたサービス提供が始まります。

7 サービスの実施状況やご本人の生活状況、介護の状況の変化などについて毎月、介護支援専門員がご自宅を訪問し、状況評価・調整等の支援を行います。
8 実践されるサービス内容の有効性を見定め、居宅サービス計画を微調整しながら、現在の利用者の意向とのミスマッチを発見、修正します。

9 これらを定期的に行うことで、ご利用者やご家族の意向に対応するケアマネジメントを提供します。

3. 利用料金

(1) 利用料

· 要介護または要支援認定を受けられた方は、介護保険制度から全額給付されるので、原則的には自己負担はありません。

· 保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合、１か月につき下記金額をお支払い頂き、当事業所からサービス提供証明書を発行いたします。

· このサービス提供証明書を後日市町村の介護保険窓口に提出しますと払戻しを受けられます。

料　金

	予防給付
	要支援１・２
	  ４，４２０円

	介護給付
	要介護１・２
	１０，８６０円

	
	要 介 護３～５
	１４，１１０円


　　　※居宅介護支援費Ⅰの算定。

※別途、支援内容に応じて介護保険制度からの加算を算定しますが、
原則的に自己負担はありません。
(2) 交通費

· １の（１）のサービスを提供する地域にお住まいの方は無料です。

· それ以外の地域の方は、介護支援専門員がお訪ねするための交通費の実費が必要です。

(3) 解約料

· いつでも解約でき、解約料はかかりません。

(4)情報提供料

· 利用者本人またはご家族からサービス実施記録等の写しのご請求があった場合は、大町市公文書公開条例に基づく料金をいただきます。
	　　 eq \o\ad(写しの作成種別,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	　　　　 eq \o\ad(費用の額,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	

	 大町市が設置する電子複写機により

 作成する場合
	 写し１枚につき２０円
	

	 複写委託契約により作成を委託する

 場合
	 写し１枚につき当該委託契約で定める

 額
	

	 その他の方法により作成する場合
	 写し１枚につき当該作成に要する実費
	

	 写しの送付に要する費用の額
	 郵送料相当額
	


4. 当事業所の居宅介護支援の特徴等

(1) 運営の方針

· 当事業所は、要介護状態となった場合においても、ご利用される方が可能な限りご自宅で、健康状態や生活機能、生活環境に応じて、自立した日常生活を営むことができるように支援をいたします。

· 当事業所ではご利用される方の意思や人格を尊重し、ご利用される皆様の立場に立って支援をいたします。
· 提供される居宅サービス等が、特定の種類や事業者に不当に片寄ることがないよう総合的、効率的に多様なサービスを公正中立に行います。
· 当事業所ではケアマネジメントの公正中立性の確保を図る観点から、利用者に、前６ケ月間に作成したケアプランにおける訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の各サービスの利用割合と、各サービスごとの同一事業者によって提供されたものの割合を、別紙のとおり提示させていただきます。
· 効果的な支援を行うため、各市町村、他の指定事業者との連携に努めます

· 介護状態の軽減や悪化の防止、また介護予防のために努力し、医療機関や主　治医と充分連携をとりながら支援をいたします。

· ご利用される方により良い居宅介護支援がご提供できるよう、支援の質の評価や職員の研修を行い、常に資質の向上と改善に努めてまいります。

(2) 居宅介護支援計画（ケアプラン）の作成方法

	
	様

式
	　社団法人　日本社会福祉士会

三訂「ケアマネジメント実践記録様式」
を元に当事業所で作成した在宅ケアアセスメント表
	

	
	特

徴
	「ケアマネジメントの原点や本質」から、広く生活問題を抱える
皆さんへの「生活支援の方法としてのケアマネジメント」を実践
するための手引書とされています。
	


5. ハラスメントの防止
(1)雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇確保等に関する法律第１１条第１項及び労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第３０条の２第１項の規定に基づき、セクシュアルハラスメントやパワーハラスメントの防止のための雇用管理上の措置を講じます。
(2)利用者及びその家族はサービス利用にあたって、次の行為を禁止します。
　○　介護支援専門員その他従業者に対する身体的暴力
　○　介護支援専門員その他従業者に対する精神的暴力
　○　介護支援専門員その他従業者に対するセクシュアルハラスメント
6．感染症や災害の対応力強化
　　感染症や災害が発生した場合にあっても、利用者が継続して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう、指定居宅介護支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（以下「業務継続計画」という。）を策定するとともに、当該業務継続計画に従い、介護支援専門員その他の従業者に対して、必要な研修及び訓練（シュミレーション）を実施します。
7. 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。
○ 利用者の人権擁護、虐待防止の観点から、虐待の発生またはその再発を防止
するための指針を整備します。
○ 従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施しています。
○ 虐待防止に関する責任者を選定しています。
	虐待防止に関する責任者

	管理者　古幡未来子


8．秘密の保守

· 当事業所の介護支援専門員及び職員は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密を正当な理由なくして第三者には漏らしません。また、この守秘義務は契約を終了した後も同様です。

9．サービス内容に関する相談・苦情処理について

(1) 相談・苦情等の受付窓口

· 当事業所の居宅介護支援に関するご相談・苦情および居宅サービス計画に基づいて提供している各サービスについてのご相談・苦情を承ります。

	　　　　　　　　　　 eq \o\ad(担当責任者,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	

	　　市立大町総合病院居宅介護支援事業所　　古幡　未来子
　　　　　　　　　　　電話　２３―５５５１　
	


　　※当事業所以外にも、ご相談・苦情を受付ける窓口がございます。
	　　　　　 eq \o\ad(窓口名,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	　　　 eq \o\ad(電話番号,　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
	

	　長野県国民健康保険団体連合会介護保険課
	０２６－２３８－１５５５


	

	北アルプス広域連合　介護保険係
	２２－７１９６
	

	大町市北部地域包括支援センター

大町市南部地域包括支援センター
	８５－００６２

２１－１７０２
	

	大町市民生部福祉課高齢者包括支援係
	２２―０４２０　内線４１６
	


(2) 相談・苦情処理方法について　　

· 責任者は、苦情の申し出をし易い環境を整えるとともに、苦情解決の仕組み　　を利用者にお知らせし、苦情を速やかに解決するよう次の処理を行ないます。
1 利用者からの苦情を受付（苦情受付簿）します。
2 苦情内容、利用者の意向等を確認し記録（苦情申立書、相談記録票）します。
3 受付した苦情内容等を担当責任者（管理者）に報告（苦情処理結果報告書）します。
4 担当責任者（管理者）は苦情解決に向けて苦情申出人及び関係事業者と話し合いによる解決に努めます。

5 ①～④と併せ、市立大町総合病院医療安全管理指針に則り、クレームレポートを作成のうえ、担当責任者（管理者）及び所属部署のリスクマネージャーを通じて医療安全管理室へ報告します。

6 必要に応じて、医療安全推進委員会及び関係会議を通じて、組織的に対応することで、対応策と再発防止策を構築します。

7 当事業所で解決できない相談・苦情等については、北アルプス広域連合又は長野県国民健康保険団体連合会の苦情解決機関で、速やかに解決できるように努めます。

8 その結果、北アルプス広域連合又は長野県国民健康保険団体連合会が行なう調査に協力するとともに指導、助言に従い必要な改善を行います。
10．事故発生時の対応

· 利用者が安心して指定居宅介護支援の提供を受けられるよう努めますが、万一事故が発生した場合は、迅速に誠意をもって対応します。

1 事故が発生した場合は、北アルプス広域連合、利用者の家族等に報告、説明をするとともに、必要な措置を講じます。

2 賠償すべき事態となった場合は、損害賠償を速やかに行ないます。

3 事故が発生した際には、その原因を解明し、再発防止に努めます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　　年　　月　　日

居宅介護支援の提供開始に当たり、利用者に対して契約書および本書面に基づいて重要な事項を説明しました。

　　　　　　　　　　　　事業所

　　　　　　　　　　　　　所在地　大町市大町３１３０番地

　　　　　　　　　　　　　名　称　市立大町総合病院居宅介護支援事業所　印
　　　　　　　　　　　　　説明者　市立大町総合病院居宅介護支援事業所

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　印
私は、契約書および本書面により、事業者から居宅介護支援についての重要事項の説明を受けました。

　　　　　　　　　　　　　利用者　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　印
　　　　　　　　　　　　（代理人）住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名　　　　　　　　　　　　　　　印
　＊代理人とは法定後見人等または本人の委任を受けている人に限ります。

　＊本契約書と同時に「契約書」にも署名・押印し、それをもって契約の開始とな　　ります。

　＊支援事業者が交付するサービス利用票、居宅サービス報告書等は、利用者の介　　護に関する重要な書類なので、契約書・重要事項説明書等と一緒に大切に保管

　　してください。

 eq \o\ad(同意書,　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　)
　私は、介護支援専門員が、指定居宅サービス計画（ケアプラン）作成の過程で、居宅介護サービス担当者会議の席上または各サービス担当者に対し、介護サービスを提供する上で必要な病状や家庭介護の状況等について、私や私の家族の個人情報を用いることに同意します。
　同意しない場合（理由　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　　令和　　年　　月　　日　　本人氏名　　　　　　　　　　　　　　　　 印
　　　　　　　　　　　　　　　ご家族代表氏名　　　　　　　　　　　　　 印
　　　　　　　　　　　　　　　（続柄）

